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                   はじめまして。。。  
                         こちらは食品安全監視センターです。  
                    ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
  
         ★☆食品安全監視センターとは？？？☆★   
       
            滋賀県事務委任規則等の改正（平成 17 年４月１日施行）により、  
           昨年度まで草津および長浜保健所生活衛生課食品監視担当で行っていました  
           特定の食品等製造施設に対する定期的な専門監視業務等を行う機関として、          
            『食品安全監視センター』が設置されました。  
      
                             ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆  
         ◎◆「食品安全監視センター」の設置 ◆◎  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞                                    
       にあたって                 
                                                     
                                                 滋賀県県民文化生活部技監 
目 片 勇 
  
   かつての「十年一昔」が、いまは「二年一昔」だそうです。 
   時代の変化の速さには驚くばかりですが、食品衛生の世界も日々様変わりしています。 
 病原性大腸菌Ｏ１５７をはじめ、牛海綿状脳症（ＢＳＥ）、ノロウイルスなどの新興感染症、違法添加物、違法ダイエッ
ト食品に加え輸入農産物の残留農薬問題など、食の安全性を脅かす話題には事欠かない状況です。 
   現在、関係各方面において各種の粘り強い取組みが続けられており、滋賀県におきましても、一昨年「食の安全推進
本部」を設置するとともに、「食の安全・安心に関する基本方針／アクションプラン」を策定して、県民の安全・快適な
暮らしの実現に向け、総力を挙げて取り組んで来たところです。 
  さらに、この４月１日には専門的かつ広域的な監視指導機能を生活衛生課に集結し、食品の安全性を確保するための
施策を総合的に推進するため、新たに「食品安全監視センター」を設置いたしました。この「食品安全監視センター」で
は、専門監視指導・自主衛生管理・リスクコミュニケーション・食品危機管理を４本柱に、さらなる食品衛生の推進・強
化を目指しております。 
   しかしながら、食の安全確保には、各事業者と消費者の皆様、そして行政の三者が連携して取り組むことが必要で
あり、特に、事業者の皆様の自主的な衛生管理が非常に重要であります。 
  今後とも、事業者の皆様方との連携のもと、常に問題意識を持って食品の安全・安心を推進してまいりたいと存じま
すので、どうぞよろしくお願いします。 
  
 ◎◆ 食品安全監視センターの業務案内 ◆◎ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  
     
   ① 専門監視指導業務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
     ： 草津津保健所と長浜保健所の生活衛生課食品監視担当を統合・強化し、広域流通食品製造業など   
     ： 約３００施設の専門的な監視指導、収去検査等の業務を行います。   
                                                
     ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
  
   ② Ｓ－ＨＡＣＣＰ制度業務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
     ： 滋賀県自主衛生管理認証制度（Ｓ-ＨＡＣＣＰ制度）の創設準備や制度に基づく認証、指導、啓発等の  
     ： 業務を行います。 
                                                      
     ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
  
   ③ リスクコミュニケーション業務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   
     ： ホームページやメール配信により食品安全情報を提供、事業者からの食品衛生法、健康増進法および   
     ： ＪＡＳ法の一元的な表示相談やＨＡＣＣＰ手法による衛生管理等の相談に応じます。 
            

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   
         
   ④ 食品危機管理業務 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
     ： 食中毒等健康危害発生時には、各保健所生活衛生課と連携し、検査検体採取や食品流通調査等、 

： 初動調査の緊急的な応援を行います。 
                                                                                      ：  



     ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  
  
 ◎◆ 食品安全監視センターの職員紹介：担当業種（抱負を一言！！）◆◎ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  
        
         ～ 当センターには、７名の食品衛生監視員がいます！  
                 食品衛生に関することなら、何なりとお気軽にご相談ください。 ～   
      
     【参事・林 宏一】：センターの総括 
                                                    
        ┏□■ 食品衛生とは、生育、生産、製造から最終的に人に消費されるまでのすべての段階における 
        □■ 食品の安全性、完全性、健全性を保障するのに必要なあらゆる手段を意味する。（ＷＨＯ）        
        ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
     【主幹・山崎 亨毅】：乳処理業・乳製品製造業・集乳業・アイスクリーム類製造業・食肉製品製造業 
                                                 
        ┏□■ 総合衛生管理製造過程承認をお考えの方、微力ながら手助けさせていただきます。          
         ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
     【主幹・吉岡 敏彦】：添加物製造業・器具・容器包装,おもちゃの製造業 
                                           
        ┏□■ 事業者の皆様のご意見・ご要望をお聞きし、皆様とともに食の安全の確保に努めて 
         □■ 行きたいと思っておりますので、 よろしくお願いします。          
              ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
             
     【副主幹・本庄 俊夫】：魚肉練り製品製造業・清涼飲料水製造業・レトルト食品製造業  
                                               
        ┏□■ ２年ぶりに専門監視をさせていただくこととなりました。  
            □■ 多くの施設で活用いただけるＳ-ＨＡＣＣＰ制度の創設に努めますので、  ご協力をよろしく 
                ■   お願いします。  
               ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   
     
     【主査・佐谷 泰親】：缶詰・瓶詰食品製造業・食用油脂製造業・ﾏｰｶﾞﾘﾝ･ｼｮｰﾄﾆﾝｸﾞ製造業・氷雪製造業・  
                  みそ製造業・醤油製造業・ソース類製造業・酒類製造業・納豆製造業・  
                  食品製造業（漬物）・液卵の製造施設 
                                               
        ┏□■ 私の担当の施設には、今年度から専門監視対象施設となるところがかなりあります。 
         □■ 私も専門監視の監視員は初めてですので、お互い食品衛生の向上に取り組みたいと思います。 

     ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
        

        【主査・東野 貴子】：菓子製造業・食品の冷凍・冷蔵業・あん類製造業・豆腐製造業・ めん類製造業  
                                                
                ┏□■ 滋賀県の食品は安心・安全！と胸を張って言えるよう、 
               □■ みなさまと一緒に不良食品０(ゼロ)をめざしてがんばります(^^)/。 
               ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
     
       【主任技師・東浦 光紀】：飲食店営業（弁当屋）・そうざい製造業  
    
               ┏□■ 大規模食中毒の発生防止、不良食品の発生防止のため、消費者の目で、  
           □■ みなさまの施設の衛生管理を監視指導させていただきます。よろしくお願いします。 
              ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  
    
                    ※ http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/00anzen/center/012kansiin.htm  
                                                 ↑    ↑    ↑ 
                           （７人の食品衛生監視員の写真入り紹介ページです！！） 
  ◎◆ 食品監視センターの所在地・連絡先 ◆◎ ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞  
  
         〒５２０－０８３４  
           滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  
            ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  
            ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    
             Email ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
             http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/00anzen/center/00top.htm  
      
         ≪交通案内≫  
           ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  
           京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  
     



             ◆───――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－――――――───◆ 
  

                          当センターが設置されて早１ヶ月が過ぎました。。。     
                          石山への引っ越し等もあって、ようやく初刊を発行         ◎  
                        することができました。                     ‖＜[三三三三三  
                                                          ‖＜[@)3333 巛   

           通信の愛称『ぷちリス』とは・・・                                ‖＜[@)333 巛 
 

                           事業者のみなさまとの小さなリスコミの場となれば。。との 
                        想いから命名いたしました。 
                          皆様に役立つ情報満載の通信にしていきたいと思いますので、 
                        みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せ下さい。 
                              
                          Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  
                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
               また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  
             の食の安全情報にアクセスしてください。 
                                ↓  ↓  ↓  
                         http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/ 
               
       ◆───――――――－- -  -           -  - - -－――――――───◆ 


